
 

竹富町省エネ家電製品買換え促進補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和６年３月１日 

 

竹富町長 前 泊  正 人 

 

竹富町告示第６-１号 

 

竹富町省エネ家電製品買換え促進補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、省エネ家電製品へ買換えをする町民に対し、竹富町省エネ 

家電製品買換え促進補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、

省エネ家電製品への買換えを促進し、電気料金の負担軽減を図ることを目的

としている。 

（定義） 

第２条 この要綱において、省エネ家電製品とは、日本産業規格Ｃ9901に基づ  

 く省エネルギー基準達成率が 100％以上である冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テ 

レビ、LED照明器具をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかにも該当する個人 

とする。 

（１）竹富町の住民基本台帳に記載されている者 

（２）納期の到来している町税を完納している者 

（３）自らが居住する町内の住宅の既存の冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ、

照明器具（ＬＥＤ照明器具を除く）を新品（未使用）の省エネ家電に交換

するために購入し、設置する者 

（４）交換前の家電を販売店又は引き取り店にて適正に処理している者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、前条第３号に規定する省エネ家電製品の購入（消費税及 

び地方消費税の額を含む。）に要した費用の合計金額に応じて、次の各号の規 

定する額の範囲内で補助を行う。ただし、省エネ家電製品の設置に要する費用 

は対象外とする。 

（１）５万円以上１０万円未満  ２万円を補助額とする。 

（２）１０万円以上１５万円未満 ３万円を補助額とする。 



（３）１５万円以上       ５万円を補助額とする。 

２ 補助金は、予算の範囲内で交付する。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、竹富町省エネ家電買換え促進補 

 助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に揚げる書類を添えて、これを町 

長に提出しなければならない。 

（１）省エネ家電製品を購入した際の領収書の写し（機種・型式が特定できる記

載がある者に限る） 

（２）省エネ家電製品の形状、規格、構造及び省エネ基準達成率 100%以上の製 

品であることが確認できるカタログ又は仕様書の写し 

（３）メーカーが発行した省エネ家電製品の保証書の写し 

（４）冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビにあっては、特定家庭用機器廃棄物管

理票（リサイクル券）の写し 

（５）申請者の振込指定口座通帳の写し 

（６）前各号に揚げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容 

を審査し、補助金の交付を決定したときは竹富町省エネ家電製品買換え促進

補助金交付決定兼確定通知書（様式第２号）により、不交付を決定したときは

竹富町省エネ家電製品買換え促進補助金不交付決定通知書（様式第３号）によ

り、当該申請を行った者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補 

助金を交付するものとする。 

（交付決定の取り消し） 

第８条 町長は、第６条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付 

決定者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決 

定を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）この要綱の規定に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、竹富町省エネ家電製品買換

え促進補助金交付決定取消通知書（様式第４号）により交付決定者に通知する。 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、前条第１号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合 

において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の返還

を命ずることができる。 



２ 交付決定者は、前項の規定による竹富町省エネ家電製品買換え促進補助金 

返還通知書（様式第５号）により返還命令を受けたときは、期限内に当該補助 

金を町長に返還しなければならない。 

（状況調査） 

第１０条 町長は、省エネ家電製品の購入を行った交付決定者に対して、交付申 

請年度の翌年度から３年間、調査等の必要な協力を求めることができる。 

（財産の処分制限） 

第１１条 交付決定者は、交付申請年度の翌年度から起算して、LED照明器具 

にあっては１年以内、テレビにあっては５年以内、冷蔵庫・冷凍庫及びエアコ 

ンにあっては６年以内に補助金を受けて購入した省エネ家電製品を補助金の 

交付目的に反した使用、販売、譲渡、交換及び貸し付けを行ってはならない。 

（協力の要請） 

第１２条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、町が実施する省エネルギー 

 ー及び節電に関する調査への協力を求めることができる。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年３月１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年９月３０日限り、その効力を失う。ただし、第８条、 

第９条、第１０条、第１１条及び第１２条の規定については、この要綱の失効 

後も、なおその効力を有する。 


